
廿日市市中央市民センター 
〒７３８－００１２  
廿日市市天神１２－３八尾ビル２階 

電 話：２０－１２６６  
ＦＡＸ：３２－１２５７  

 

健康づくりの一貫で、ウォーキングの基礎を学びながら
廿日市のまちを歩く楽しみを味わってみませんか。 
 
と き １０月２０日（月）９：３０～１１：００ 
             （受付９：１５～） 

参 加 費 無料（保険加入済） 

集合場所 廿日市天満宮 境内 

 

コース    廿日市地区周辺（約６ｋｍ） 
申込み    １０月１７日（金）までに、中央市民センター

へ電話又は来所で。 
※ 各自で、お茶（お水）、タオル、帽子を持参して 

ください。 
※ 雨天の場合は中止 
 

 

 
引き続き会員を募集しています。親子で、お母さんどうし

で、友達づくりをしませんか。 

 
対  象 平成２６年４月１日現在 満２歳以上の幼児と 

保護者（未就園児～平成２４年４月１日生まれ） 
活動日 原則毎週金曜日 
募集組数 ６組 
ところ 佐方市民センタ－ 
活動期間 平成27年3月中旬まで 
参加費 入会費1,000円（保険料等）月会費1,500円 
受付・問合せ 平日（9：00～17：00）中央市民センターへ 

電話又は来所で 
※先着順で定員になり次第締め切ります。 
 

皆さん！人形劇どんぐり座をご存じですか？ 

中央市民センターを拠点に、人形劇や影絵を手作りで

行っているサークルです。 

人形作りだけでなく、脚本から大道具・小道具の制作、

音響、出演まで、すべてメンバーで行なっています。そ

んなどんぐり座が心のこもった人形劇を公演します。 

劇は子どもたちだけでなく、大人も楽しめる内容です

のでお誘い合わせのうえ、多数ご来場ください。 

 

と き  ９月２４日(水)  
１０：００～１０：５０  

ところ  あいプラザ ３階 講座室 

内  容   ☆童謡メドレー 
      「うたのさんぽ」 
     ☆人形劇 
      「ひとくちぱくり」  
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

中央市民センターだより  
  

平成２６年９月１日発行 
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問合せ 中央市民センター ☎：２０－１２６６ 

主催事業 

古くから栄えたまち「はつかいち」の歴史や文化を通じて、
市民の皆さんにまちへの愛着を持ってもらうことを目的とし
て、廿日市地区まちづくり協議会・廿日市市郷土文化研究会・
中央市民センターの３者が共催で事業を企画、実施している団
体（組織）です。 

  

共催事業 

 
 
 
 
 
 
 
 

８月２５～２７日、廿日市中学校３年生の「総合的な学

習」の授業に「はつかいち塾」のメンバーが講師として招

かれ、まちの歴史について一緒に学びました。１日目は講

義形式、２日目は桂公園、津和野藩船屋敷跡の石碑や洞雲

寺などの史跡を歩きながらの学習となりました。桜尾城跡

の桂公園では「豊臣秀吉がここにも来て１泊し宮島参拝し

た」などの興味深い話もありました。 

日本史を学ぶ中学生たちが、自分たちの住むまちの歴史

についても知ることで、より地域に関心を持ってもらえる

といいですね。 
 

「街道まつり」開催予定 
と き １０月１９日(日) １０時～１５時 

ところ あいプラザ 
 
※詳しい内容は中央市民センターだより１０月号、町内会回覧チ
ラシなどでお知らせします。お楽しみに！ 

☆学級の様子です。みんな楽しそうに体を動かしてます！ 



 

９ 月 の 予 定 

  ８日（月） 廿日市ウォーキング 

 ２０日（土） 親子海体験クルージング 

       【※21 日(日)予備日】 

２４日（水） どんぐり座公演（あいプラザ） 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年１０月から、市民センターが発行する領収書を、レ

シートに変更します。 

このレシートでは、種類別の料金のみが表示されるもので、宛

名や料金の内訳（施設使用料の場合は使用日や使用施設名、複写

機等使用料の場合は原紙や印刷枚数など）は省略されます。使用

者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

※この領収書は、廿日市市会計規則第８４条の規定に基づいて発

行するものです。 

 

問合せ 中央市民センター TEL：２０－１２６６ 

 

◎仮事務所では、地域情報などの問い合わせ、印刷機やコピー機

の使用は従来通りできますので、来所又はご連絡ください。 

  

編集後記 

●廿日市地区の人口と世帯数 ８月１日現在＊（ ）は前月比人口：１０,９４１人（±０人）世帯数：４,６３８世帯（＋１世帯）  

今年は雨で夏祭りやキャンプが中止になり、準備等に走り回

ったスタッフの皆さんや楽しみにしていた子どもたちのこと

を思うと残念でしかたがありませんでした(涙）こんな不安定

なお天気の毎日、何が起こるかわかりません。「うちは大丈夫」

と思わず今一度防災グッズの点検と避難場所や経路の確認を

しておこう！と思いました。         かくさん 

 

 

～災害が来るその前に～ 

廿日市市では、市民の皆さんが災害情報を迅速・正確に受

け取れるように次のサービスを実施しています。災害時の情

報入手手段として是非ご利用ください。 

 

防災行政無線テレホンサービス（廿日市地域・大野地域） 

0829-32-2611 へ電話することで、屋外拡声スピーカーから

の放送内容を聞くことができます。気象条件などによってスピーカ

ーからの放送が聞き取りにくい場合などに利用してください。  

※通話料がかかります。 

 

はつかいちし安全・安心メール配信サービス 

事前に登録された携帯電話やパソコンに災害情報などをメール

配信するサービスです。 

１ 配信する情報 

災害関連情報 

・ 廿日市市災害対策本部の設置・廃止 

・ 避難勧告や避難所開設 

・ その他（被災者への食料・水の提供に関する情報など）  

国民保護情報 

・ 弾道ミサイルやテロなど 

・ その他の緊急情報 

・ はいかい SOS（高齢者の行方不明情報）など 

 ※各種注意報・警報などの気象情報は配信していません。 

２ 利用できる人 

メールを利用可能であれば、誰でも利用できます。 

 

登録方法など詳しくは、廿日市市ホームページや市民センターな

どにあるチラシをご覧ください。 

  

  【避難所について】 

 現在中央市民センターが休館中のため、災害時に当初から開設す

る避難所は廿日市小学校になっています。 

 避難所開設前に自主避難を行う場合は、危機管理課までご連絡く

ださい。 

※夜間・休日でも、市役所には警備員が常駐しています。 

問合せ 市役所 危機管理課 TEL:３０－９１０２ 

 

ご覧のとおり、先月中旬から旧市民センターの解体工事を

行っています。12 月頃までの工事期間中は、地域の皆様に

はご迷惑とご心配をおかけしますが、安全を第一に進めてい

きますのでご理解とご協力をお願いします。 


